
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年５月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第２２号 

事故等種類 衝突（桟橋） 

発生日時 平成２５年１月２７日 １８時５５分ごろ 

発生場所 山口県徳山下松港第４区 

 山口県下松市所在の徳山下松港ＪＸ日鉱日石シーバース灯から真方

位３０３°４１０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５８.８′ 東経１３１°５３.０′） 

事故等調査の経過  平成２５年２月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 すぴなー３、１４６トン 

   １３６８１８、富士海運株式会社、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構 

Ｂ バージ すぴなー３、約２,２２０トン 

   なし、富士海運株式会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整

備支援機構 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首部外板に凹損 

桟橋 桟橋の一部に凹損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、船首部をＢ船の船尾凹部に嵌

合して押船列（以下「Ａ船押船列」という｡）を構成し、徳山下松港

第４区内の石炭出荷専用桟橋に着桟作業中、強い突風を左舷側に受け

て右舷方に圧流され、平成２５年１月２７日１８時５５分ごろ同桟橋

にＢ船の右舷船首部が衝突した。 

気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西～北西、風力 ３～５、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

日没時刻：１７時３８分 

その他の事項 Ａ船押船列は、全長が１０１.６ｍであり、船首喫水が約２.６ｍ、

船尾喫水が約４.２ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

なし 

あり 

 Ａ船押船列は、徳山下松港の桟橋に着桟作業中、風力３～５の風を



 

左舷側に受けて右舷方に圧流されたことから、同桟橋にＢ船の右舷船

首部が衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船押船列が、徳山下松港の桟橋に着桟作業中、

風力３～５の風を左舷側に受けて右舷方に圧流されたため、同桟橋に

Ｂ船の右舷船首部が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




